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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年６月27日に提出いたしました第76期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）有価証券報告書の

添付書類のうち定款につき、誤った内容のものを添付しておりましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂

正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

　訂正後の定款を新たに添付しております。

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
訂正前 訂正後

第８条（単元未満株主の売渡請求）
　単元未満株式を有する株主（実質株主を含む。以下同
じ）は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式
数となる数の単元未満株式を売渡すこと（買増しとい
う。以下同じ）を当会社に請求することができる。
　②　（省略）
 

第８条（単元未満株主の売渡請求）
　単元未株式を有する株主は、その有する単元未満株式
の数と併せて単元株式数となる数の単元未満株式を売渡
すこと（買増しという。以下同じ）を当会社に請求する
ことができる。
　②　（省略）
 

第10条（株主名簿管理人）
　　　（省略）
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿
管理人の事務取扱場所に備え置き、その他の新株予約権
原簿に関する事務は、株主名簿管理人に取り扱わせ、当
会社においてはこれを取り扱わない。
 

第10条（株主名簿管理人）
　　　（省略）
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成および
備え置き、その他の株主名簿および新株予約権原簿に関
する事務は、株主名簿管理人に取り扱わせ、当会社にお
いてはこれを取り扱わない。
 

第19条（取締役の定員および選任）
　当会社の取締役は、１２名以内とする。
　　　（以下省略）
 

第19条（取締役の定員および選任）
　当会社の取締役は、１０名以内とする。
　　　（以下省略）
 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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